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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の周波数で変化する電圧が印加される共通電極層を有するパネル、および、該パネ
ルと所定の隙間をもって配置される平板状部材を備える表示装置であって、
　前記平板状部材は、前記電極層と前記共通電極層との間に配置され、
　前記共通電極層に印加される電圧の変化と同位相で変化する電圧が印加され、前記平板
状部材および前記パネルに対して略平行となるように配置される電極層を備えることを特
徴とする表示装置。
【請求項２】
　所定の周波数で変化する電圧が印加される共通電極層を有するパネル、および、該パネ
ルと所定の隙間をもって配置される平板状部材を備え、
　前記共通電極層に印加される電圧の変化に同期して変化する電圧が印加され、前記平板
状部材および前記パネルに対して略平行となるように配置される電極層を備える表示装置
であって、
　前記共通電極層には、所定の周波数で変化する電圧が印加されており、
前記電極層に印加される電圧は、前記共通電極層に印加される電圧が有する周波数よりも
高い周波数で変化することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　所定の周波数で変化する電圧が印加される共通電極層を有するパネル、および、該パネ
ルと所定の隙間をもって配置される平板状部材を備え、
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　前記共通電極層に印加される電圧の変化に同期して変化する電圧が印加され、前記平板
状部材および前記パネルに対して略平行となるように配置される電極層を備える表示装置
であって、
　前記平板状部材は、前記パネルの表示面側に、該パネルと所定の隙間をもって配置され
ていることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　所定の周波数で変化する電圧が印加される共通電極層を有するパネル、および、該パネ
ルと所定の隙間をもって配置される平板状部材を備え、
　前記共通電極層に印加される電圧の変化に同期して変化する電圧が印加され、前記平板
状部材および前記パネルに対して略平行となるように配置される電極層を備える表示装置
であって、
　前記電極層は、前記共通電極層を有するパネルに設けられていることを特徴とする表示
装置。
【請求項５】
　所定の周波数で変化する電圧が印加される共通電極層を有するパネル、および、該パネ
ルと所定の隙間をもって配置される平板状部材を備える表示装置であって、
前記平板状部材および前記パネルに対して略平行となるように配置される電極層を備え、
該電極層には、前記共通電極層に所定の周波数で変化する電圧が印加されることにより発
生する電界の変化の周期を変えるような電界を発生する電圧が印加されていることを特徴
とする表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の表示装置であって、
　前記共通電極層に印加する電圧を発生する共通電極信号発生回路と、
　前記共通電極信号発生回路が発生した電圧に所定の処理を施して音鳴り改善信号を生成
し、当該音鳴り改善信号を前記電極層に印加する音鳴り改善信号発生回路とをさらに備え
ることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の表示装置であって、
　前記平板状部材は、前記パネルの表示面側に、該パネルと所定の隙間をもって配置され
ていることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項３又は７に記載の表示装置であって、
　第１の電極層と、当該第１の電極層よりも前記パネルの表示面側において当該第１の電
極層に対向するように配置される第２の電極層とを含むタッチパネルとをさらに備え、
　前記電極層は、前記第１の電極層または前記第２の電極層の少なくとも一方であること
を特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項３又は７に記載の表示装置であって、
　第１の電極層と、当該第１の電極層よりも前記パネルの表示面側において当該第１の電
極層に対向するように配置される第２の電極層とを含むタッチパネルをさらに備え、
　前記電極層は、前記第１の電極層と前記共通電極層との間に配置された透明電極層から
構成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項３又は７に記載の表示装置であって、
　第１の電極層と、当該第１の電極層よりも前記パネルの表示面側において当該第１の電
極層に対向するように配置される第２の電極層とを含むタッチパネルをさらに備え、
　前記電極層は、タッチパネルの表示面側に設けられた透明電極層から構成されているこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項３又は７に記載の表示装置であって、
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　前記平板状部材は、前記パネルの表示面側に配置される表面パネルから構成されており
、
　前記電極層は、該表面パネルに設けられた透明電極層から構成されていることを特徴と
する表示装置。
【請求項１２】
　請求項３又は７に記載の表示装置であって、
　前記平板状部材は、前記パネルの表示面側に配置されるフロントライトを構成する部材
の一部であり、
　前記電極層は、該フロントライトに設けられた透明電極層から構成されていることを特
徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項５に記載の表示装置であって、
　前記電極層は、前記共通電極層を有するパネルに設けられていることを特徴とする表示
装置。
【請求項１４】
　請求項４又は１３に記載の表示装置であって、
　前記平板状部材は、前記パネルの表示面の反対側に配置され、該パネルに光を供給する
バックライトを構成する部材の一部であり、
　前記電極層は、前記パネルの表示面の反対側に設けられた透明電極層から構成されてい
ることを特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の表示装置であって、
　前記パネルは、第１の透明基板と、当該第１の透明基板よりも表示面側に配置される第
２の透明基板とを含み、該第１の透明基板の表示面の反対側に前記透明電極層が形成され
ており、
　該透明電極層の表示面の反対側に偏光板が接着されていることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、より詳しくは、たとえばタッチパネル、保護パネル、フロ
ントライトユニット、バックライトユニットなどを、液晶パネルと所定の隙間をもって対
向させた液晶表示装置に適したものである。
【背景技術】
【０００２】
　ライン反転駆動を行う液晶表示装置において、例えば液晶パネルの表示面側にタッチパ
ネルが設置された表示装置の場合、人に不快感を与えるような音鳴りが発生するという問
題を有していた。この問題点に本発明者は着目し、鋭意検討した結果、その原因は、以下
のものと考えられた。つまり、液晶パネルの表面（偏光板の表面）、および、液晶パネル
に対向するタッチパネルの裏面が何らかの理由で帯電し、これに液晶パネルの電極により
発生する電界により振動することに起因するものと考えられる。
【０００３】
　その原理について以下図面を例にとり詳細に説明する。たとえば、図１４に示すような
タッチパネル１の裏面の任意の点ａおよびこの点ａに対向する液晶パネル２の表面の点ｂ
に着目し、タッチパネル１の点ａに帯電している電荷をｑａ、パネル２の点ｂに帯電して
いる電荷をｑｂとすると、これらの電荷ｑａ、ｑｂにそれぞれ働く力各Ｆａ、Ｆｂは次式
より求められる。（なお、説明上においては、力の成分（および電界の成分）として、液
晶パネルとタッチパネルとの積層方向のみの成分を考慮することとする。）
Ｆａ＝ｑａ×Ｅａ
Ｆｂ＝ｑｂ×Ｅｂ
なお、Ｅａは、ａ点の電界強度であり、Ｅｂは、ｂ点の電界強度である。
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【０００４】
　ここで、a点の電界強度Ｅａは次式により求められる。（なお、この電界強度は、厳密
にはタッチパネルの一対の電極層及び液晶パネルの画素電極層もしくはセグメント電極に
印加されている信号による電界成分もあるが、それらは音鳴りの原因となるような一定の
周波数での変化ではない場合がほとんどであるためここではあえて省略している。）
Ｅａ＝Ｅｃｏｍａ（ｔ）＋Ｅｑａ＋Ｅｑｂ
なお、Ｅｃｏｍａ（ｔ）は、ａ点での電界成分のうち液晶パネル（対向電極層）の駆動に
よるもので、時間の関数であり、Ｅｑａは、ａ点での電界成分のうち電荷ｑａによるもの
であり、Ｅｑｂは、ｂ点での電界成分のうち電荷ｑｂによるものである。
【０００５】
　ここで、Ｅｃｏｍａ（ｔ）は、対向電極層に印加される対向電極信号（以下、ＣＯＭ信
号という）により発生する電界である。このＣＯＭ信号は、一定の周波数で電圧が変化す
るため、Ｅａの値は一定ではなく駆動周波数成分で変化することになる。このためＦａも
前記駆動周波数で変化することになる。これについては、パネルの点ｂに作用する力Ｆｂ
についても同様である。
【０００６】
　さらに、タッチパネルの裏面全体について考察すると、タッチパネル裏面の電荷総量を
ＱｔｐとするとそのＱｔｐすなわちタッチパネル裏面の面全体に働く力Ｆｔｐも同じく変
化すると考えられる。同様に、パネル表面全体の電荷総量をＱｌｃとした場合にパネル表
面全体に働く力Ｆｌｃも変化すると考えられる。
【０００７】
　つまり、ＥａやＥｂが一定であれば、Ｑｔｐ、Ｑｌｃに働く力が一定であるためパネル
やタッチパネルの振動は発生しないが、ＥａやＥｂが上記の通り一定の周波数である駆動
周波数で変化するため、パネル表面もしくはタッチパネル裏面が駆動周波数と同じ周波数
で振動し、パネルとタッチパネル間の空間を震わせ、音鳴りが発生すると考えられる。
【０００８】
　このような音鳴りを低減、削減する方法としては、以下の方法が考えられる。
【０００９】
　まず、音鳴りの原因となる液晶パネルの駆動周波数を、高くする、もしくは低くして人
間の可聴周波数範囲から外す、もしくは、聞こえにくくする方法である。しかるに、駆動
周波数を高くした場合には、消費電力の増加につながり、また液晶表示装置の場合、駆動
周波数をあげると液晶への充電時間が短くなるため、充電不足によるコントラスト低下や
、クロストークの発生等の問題が生じる。また、駆動周波数を低くする場合は、フリッカ
の発生の問題が存在する。
【００１０】
　また、駆動信号をＤＣ駆動としてパネル面のクーロン力の変化が起こらないようにする
方法も考えられる。しかるに、駆動信号をＤＣ駆動とするためには、その分ソースの出力
電圧が高くなるため、ソースドライバに高耐圧品を使用する必要があり、それによる消費
電力増加の問題も発生する。
【００１１】
　さらに、液晶パネルの表面にタッチパネルの裏面を糊等で密着して接着することにより
、液晶パネルとタッチパネルとの間の空気層をなくして、空気層の振動をなくすことによ
り、音鳴りを防止する方法も考えられる。しかしながら、タッチパネルなどを直接パネル
表面に接着する場合には、接着面での剥れによる表示品位問題や、接着作業が困難である
という問題がある。
【００１２】
　また、液晶パネルの表面およびタッチパネルの裏面の帯電を可能な限り抑え、クーロン
力による振動が発生しないようにする方法も考えられる。しかるに、帯電を防止するため
には、除電ブロワー等で帯電量の管理を行いながら除電作業を実施する必要があり、除電
作業に費やす時間による生産性の低下および、帯電量を管理するための設備投資の問題が
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ある。
【００１３】
　さらに、液晶パネルとそれに対向するタッチパネルとの距離を離し、クーロン力を小さ
くして振動の発生を抑える、あるいは、たとえ振動しても空気の振動による音鳴りが聞こ
えないレベルにする方法も考えられる。しかるに、このように距離を離すためには表示装
置の積層方向の寸法を大きくしなければならない問題がある。
【００１４】
　なお、タッチパネル（抵抗膜タブレット装置）周囲のノイズによる位置検出精度への影
響を解決するものとして、特許文献１所載のものが公知である。この特許文献１には、タ
ッチパネルの表面に透明電極層を形成し、その透明電極層を接地することが開示されてい
る。なお、前述の先行文献に所載のものにあっては、タッチパネルの裏面（透明電極層を
形成した面）においては帯電が抑えられるため、このタッチパネルの裏面の振動による音
鳴りに対して有効であるとも考えられる。しかしながら、透明電極層の裏面にさらに他の
部材を追加したような場合には、かかる部材での帯電により既述のような音鳴りの発生が
生ずるものと考えられる。
【特許文献１】実開平７－２０６２３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上記従来技術の問題を鑑みてなされたものであり、本発明は、液晶パネルの
ように所定の周波数で駆動する共通電極層を有するパネル、および、タッチパネルのよう
に前記パネルと所定の隙間をもって配置される平板状部材を備える表示装置において発生
する音鳴りを防止することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は上記課題を解決すべくなされたものであり、本発明に係る表示装置は、所定の
周波数で変化する電圧が印加される共通電極層を有するパネル、および、該パネルと所定
の隙間をもって配置される平板状部材を備えるものであり、以下の手段を採用した点に特
徴を有する。
【００１７】
　つまり、本発明に係る表示装置は、前記共通電極層に印加される電圧の変化に同期して
変化する電圧が印加され、前記平板状部材および前記パネルに対して略平行となるように
配置される電極層を備えることを特徴とする。
【００１８】
　該構成を採用することにより、パネルの共通電極層に基づいて発生する電界を、前記電
極層によって発生する電界によって打ち消すことができる。つまり、パネルの共通電極層
に基づいて発生する電界は周期的であるものの、この共通電極層に印加される電圧の変化
に同期して変化する電圧が電極層に印加されることによって、前記電界を打ち消すことが
できる。このため、たとえば平板状部材およびパネルがそれぞれ対向する面が帯電してい
る場合にあっても、この帯電した平板状部材およびパネルの面のクーロン力を抑制するこ
とができるので、パネルおよび平板状部材の振動を抑制でき、音鳴りの現象を回避するこ
とが可能となる。
【００１９】
　前記電極層に印加する「同期して変化する電圧」は、たとえば共通電極層に印加する電
圧の変化の周波数と同一周波数で同位相で変化する電圧とするほか、たとえば共通電極層
に印加する電圧の変化の周波数の整数倍の周波数で変化する電圧とすることも可能である
。
【００２０】
　さらに、上記本発明に係る表示装置にあっては、平板状部材が、前記電極層と前記共通
電極層との間に配置され、該電極層に、前記共通電極層に印加される電圧の変化と同位相
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の電圧が印加されていることを特徴とする。
【００２１】
　これにより、共通電極層に印加される電圧に基づいて発生する電界と、前記電極層とに
印加される電圧に基づいて発生する電界とが、平板状部材において互いに打ち消しあうこ
とになる。
【００２２】
　さらに、上記構成を採用した場合には、共通電極層および前記電極層に電圧を印加する
ための共通電極信号発生回路をさらに備えることが好ましい。
【００２３】
　これにより、一つの共通電極信号発生回路によって、共通電極層および電極層に前述の
所望の電圧を印加することができる。なお、上記構成を採用した場合にあっても、たとえ
ば、共通電極信号発生回路が発生した電圧に所定の処理を施して音鳴り改善信号を生成し
、当該音鳴り改善信号を前記電極層に印加する音鳴り改善信号発生回路をさらに備える構
成を採用することも可能である。
【００２４】
　また、上記本発明に係る表示装置にあっては、共通電極層には、所定の周波数で変化す
る電圧が印加され、電極層に印加される電圧は、前記共通電極層に印加される電圧が有す
る周波数よりも高い周波数で変化する構成を採用することが可能である。
【００２５】
　なお、上記構成を採用した場合、たとえば、共通電極層に印加する電圧を発生する共通
電極信号発生回路と、共通電極信号発生回路が発生した電圧に所定の処理を施して音鳴り
改善信号を生成し、当該音鳴り改善信号を前記電極層に印加する音鳴り改善信号発生回路
とをさらに備える構成を採用することが好ましい。
【００２６】
　また、本発明に係る表示装置は、前記平板状部材および前記パネルに対して略平行とな
るように配置される電極層を備え、該電極層には、前記共通電極層に所定の周波数の電圧
が印加されることにより発生する電界の変化の周期を変えるような電界を発生する電圧が
印加されていることを特徴とする。
【００２７】
　該構成を採用すると、電極層に印加される電圧に基づいて発生する電界によって、パネ
ルの共通電極層に印加される電圧に基づいて発生する電界の変化の周期を変えることがで
きるので、パネルおよび平板状部材が帯電している場合であっても、パネルおよび平板状
部材に作用するクーロン力による振動を抑制する、あるいは、パネルおよび平板状部材に
作用するクーロン力による振動の周期を可聴領域外とすることにより、音鳴りの現状を回
避することができる。
【００２８】
　具体例を挙げて以下に説明すると、たとえば共通電極層に周期が１０ｋＨｚの電圧が印
加されており、本発明のような電極層が存在しない場合、この共通電極による電界は１０
ｋＨｚの周期で振幅することになる。しかしながら、本発明のような電極層に、たとえば
３０ｋＨｚの電圧を印加して、共通電極層および電極層による電界が３０ｋＨｚの周期で
振幅するようにすることにより、帯電したパネル等がこの電界に基づくクーロン力により
振動しても、可聴領域外となるため、人に認識されないようにすることができる。
【００２９】
　また、上記本発明に係る表示装置にあっては、前記共通電極層に印加する電圧を発生す
る共通電極信号発生回路と、前記共通電極信号発生回路が発生した電圧に所定の処理を施
して音鳴り改善信号を生成し、当該音鳴り改善信号を前記電極層に印加する音鳴り改善信
号発生回路とをさらに備えることが好ましい。
【００３０】
　これにより、共通電極信号発生回路によって共通電極層に前述の所望の電圧を印加する
ことができるとともに、該共通電極層が発生した電圧が音鳴り改善信号発生回路において
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所定の処理を施して音鳴り改善信号を生成し、この音鳴り改善信号により前記電極層に前
述の所望の電圧を印加することができる。
【００３１】
　なお、本発明に係る表示装置にあって、パネルと所定の隙間をもって配置される平板状
部材としては、タッチパネルを構成する部材や、パネルの表示面側に配置される保護板や
、バックライトを構成する部材や、フロントライトを構成する部材や、光学シート等の種
々のものを挙げることができる。また、所望の電圧が印加される電極層は、平板状部材ま
たはパネルの表示面または裏面（表示面の反対側の面）に積層して形成することにより実
現可能である。また、該電極層は、平板状部材に他の部材が積層されて構成される構造体
（たとえば、タッチパネル）の内部に設けることも可能である。また、該電極層は、パネ
ルの内部に形成することも可能である。さらには、該電極層は、本発明に係る表示装置に
おける何れかの位置に配置された電極シートから構成することも可能である。また、該電
極層として、従来存在する電極層（たとえばタッチパネルの電極層）を利用することも可
能である。
【００３２】
　なお、本発明に係る表示装置は、平板状部材が、前記パネルの表示面側に、前記パネル
と所定の隙間をもって配置されているものに好適に用いることができる。つまり、パネル
の表示面側において既述の音鳴りが発生した場合には、裏面側において音鳴りが発生する
場合に比して、ユーザに不快感を与えることが顕著なためである。
【００３３】
　また、本発明に係る表示装置にあっては、第１の電極層と、当該第１の電極層よりも前
記パネルの表示面側において当該第１の電極層に対向するように配置される第２の電極層
とを含むタッチパネルとをさらに備え、音鳴りを改善するための所望の電圧が印加される
前記電極層が、前記タッチパネルの第１の電極層または第２の電極層の少なくとも一方で
ある構成を採用することができる。
【００３４】
　つまり、従来のタッチパネルが有する第１の電極層または第２の電極層に音鳴りを防止
する所望の電圧を印加することにより、従来用いられているタッチパネルをそのまま利用
し、第１の電極層または第２の電極層の電気的制御を変更するのみで本発明に係る表示装
置を得ることができる。
【００３５】
　また、上記構成を採用した場合にあっては、前記タッチパネルにユーザが触れることに
より、前記第１の電極層と前記第２の電極層との間に生じる電気的変化を検出して、当該
ユーザが触れた位置を検出するタッチパネルコントローラと、前記第１の電極層および／
または前記第２の電極層と、前記タッチパネルコントローラとの間の電気的接続を導通状
態と遮断状態とに切替えるスイッチ手段とをさらに備える構成を採用することが好ましい
。
【００３６】
　これにより、タッチパネルを使用する際には、タッチパネルコントローラと前記電極層
との導通状態に切替えることにより、ユーザが触れた位置を第１の電極層および第２の電
極層との間に生ずる電気的変化をタッチパネルコントローラが検出することができる。
【００３７】
　さらに、上記構成を採用した場合には、前記スイッチ手段が、タッチパネルの第１の電
極層と前記第２の電極層との間に生じる電気的変化を検知して、前記第１の電極層および
／または前記第２の電極層とタッチパネルコントローラとの間の電気的接続を遮断状態か
ら導通状態に切替えるように設けられていることが好ましい。
【００３８】
　また、上記のようにタッチパネルコントローラおよびスイッチ手段を備えた構成を採用
した場合には、前記第１の電極層または第２の電極層からなる電極層に前記所望の電圧を
印加する信号発生回路をさらに備え、前記スイッチ手段が、前記電極層と該信号発生回路
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との間の電気的接続を導通状態と遮断状態とに切替えるように設けられていることが好ま
しい。
【００３９】
　このような信号発生回路を備える場合にあっては、前記スイッチ手段が、前記電極層と
前記タッチパネルコントローラとの間を導通状態とした際には該電極層と前記信号発生回
路とを遮断状態とするように設けられていることが好ましい。特に、該スイッチ手段は、
前記タッチパネルの第１の電極層と前記第２の電極層との間に生じる電気的変化を検知し
て、前記電極層と信号発生回路との間を遮断状態とするとともに該電極層とタッチパネル
コントローラとを導通状態とするように設けられていることが好ましい。
【００４０】
　また、上記のような信号発生回路を備える場合にあっては、前記スイッチ手段が、前記
電極層と前記タッチパネルコントローラとの間を遮断状態とした際には該電極層と前記信
号発生回路とを導通状態とするように設けられていることが好ましい。特に、前記スイッ
チ手段は、前記タッチパネルの第１の電極層と前記第２の電極層との間に生じる電気的変
化を所定の時間検知しない際に、前記電極層とタッチパネルコントローラとの間を遮断状
態とするとともに該電極層と信号発生回路とを導通状態とするように設けられていること
が好ましい。
【００４１】
　なお、前記電極信号発生回路とは、電極層に音鳴り改善のための電圧を印加するための
回路であり、共通電極層に印加する電圧を発生する共通電極信号発生回路から前記電極層
に電圧が直接印加される場合には、この共通電極信号発生回路が前記電極信号回路に該当
する。また、音鳴り改善信号を生成して、当該音鳴り改善信号を前記電極層に印加する音
鳴り改善信号発生回路を備える場合には、該音鳴り改善信号発生回路が前記電極信号発生
回路に該当する。
【００４２】
　また、本発明に係る表示装置は、第１の電極層と、当該第１の電極層よりも前記パネル
の表示面側において当該第１の電極層に対向するように配置される第２の電極層とを含む
タッチパネルを備える場合にあっては、前記電極層が、前記第１の電極層と前記共通電極
層との間に配置された透明電極層から構成されていることが好ましい。
【００４３】
　これにより、たとえば、従来用いられていたパネルおよびタッチパネルに透明電極層を
積層あるいは配置して、この透明電極層に所望の電圧を印加することにより、本発明に係
る表示装置を得ることができる。しかも、タッチパネルの電極層やパネルの電極層を従来
の装置と同様の制御方法により制御することができる。また、電極層が透明電極層から構
成されているので、ユーザから視認されることがなく、良好な表示を行うことができる。
【００４４】
　また、本発明に係る表示装置は、第１の電極層よりも前記パネルの表示面側において当
該第１の電極層に対向するように配置される第２の電極層とを含むタッチパネルをさらに
備え、前記電極層は、タッチパネルの表示面側に設けられた透明電極層から構成されてい
ることも可能である。
【００４５】
　これにより、たとえば、従来用いられていたタッチパネルの表示面に透明電極層を形成
して、この透明電極層に所望の電圧を印加することにより、本発明に係る表示装置を得る
ことができ、しかも、タッチパネルの電極層やパネルの電極層を従来の装置と同様の制御
方法により制御することができる。また、電極層が透明電極層から構成されているので、
ユーザから視認されることがなく、良好な表示を行うことができる。
【００４６】
　また、平板状部材が、パネルの表示面側に配置される表面パネルである場合にあっては
、電極層が該表面パネルに設けられた透明電極層である構成を採用することができる。
【００４７】
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　これにより、電極層が透明電極層から構成されているので、ユーザから視認されること
がなく、良好な表示を行うことができる。なお、前記透明電極層は、表面パネルの表示面
および／または裏面（表示面の反対側の面）に形成することもでき、また、表面パネルの
内部に形成することも可能である。
【００４８】
　なお、前記表面パネルとしては、たとえば、パネルの表示面を保護するための保護パネ
ルを採用することが可能である。
【００４９】
　また、本発明に係る表示装置がフロントライトを備える場合にあって、前記平板状部材
が、前記パネルの表示面側に配置されるフロントライトを構成する部材の一部である場合
には、前記電極層は、該フロントライトに設けられた透明電極層である構成を採用するこ
とにより、電極層がユーザから視認されることがなく、良好な表示を行うことができる。
なお、前記透明電極層は、フロントライトを構成する部材の表示面および／または裏面に
形成することもでき、また、フロントライトを構成する部材の内部に形成することも可能
である。
【００５０】
　また、本発明に係る表示装置がバックライトを備える場合にあって、平板状部材が、パ
ネルの裏面（表示面の反対側の面）に配置されるバックライトを構成する部材の一部であ
る場合には、電極層が、パネルの裏面側に設けられた透明電極層である構成を採用するこ
とにより、電極層がユーザから視認されることがなく、良好な表示を行うことができる。
なお、上記構成を採用する場合には、パネルが、第１の透明基板と、当該第１の透明基板
よりも表示面側に配置される第２の透明基板とを含み、該第１の透明基板の表示面の反対
側に前記透明電極層が形成され、該透明電極層の表示面の反対側に偏光板が接着されてい
る構成を採用することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下、本発明の実施例に係る液晶表示装置の実施例について図面を参酌しつつ説明する
。なお、図１は、実施例１の液晶表示装置の概略的断面図を示す。図２は、実施例１の液
晶表示装置を概略的に説明するための概略的斜視図である。図３は、実施例１の液晶表示
装置において各電極層に印加する電圧と平板状部材における電界との関係を説明するため
の模式的説明図であり、（ａ）は液晶パネルの対向電極層（共通電極層）に印加する電圧
（縦軸）と時間（横軸）との関係、（ｂ）はタッチパネルの裏面側電極層に印加する電圧
（縦軸）と時間（横軸）との関係、（ｃ）は平板状部材における電界（縦軸）と時間（横
軸）との関係を示す。図４は、実施例１の液晶表示装置において、スイッチング手段を含
む概略的ブロック図である。図５は、実施例１の液晶表示装置の概略的断面図を示す。図
６は、同実施例の液晶表示装置の実験例の説明図を示す。図７は、実施例２の液晶表示装
置を概略的に説明するための概略的斜視図である。図８は、実施例２の液晶表示装置にお
いて各電極層に印加する電圧と平板状部材における電界との関係を説明するための模式的
説明図であり、（ａ）は液晶パネルの対向電極層（共通電極層）に印加する電圧（縦軸）
と時間（横軸）との関係、（ｂ）はタッチパネルの裏面側電極層に印加する電圧（縦軸）
と時間（横軸）との関係、（ｃ）は平板状部材における電界（縦軸）と時間（横軸）との
関係を示す。図９は、実施例３の液晶表示装置の概略的断面図を示す。図１０は、実施例
４の液晶表示装置の概略的断面図を示す。図１１は、実施例５の液晶表示装置の概略的断
面図を示す。図１２は、実施例６の液晶表示装置の概略的断面図を示す。図１３は、実施
例７の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
[実施例１]
　まず、実施例１の液晶表示装置について、図１～図６を参酌しつつ説明する。
【００５２】
　実施例１の液晶表示装置は、液晶パネル２の表面（表示面側の面）にタッチパネル１を
所定の隙間をもって配置してなるものである。
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【００５３】
　本実施例の液晶パネル２は、従前公知のものと同様のものが用いられる。つまり、該液
晶パネル２は、図１に示すように、第１の透明基板２６と、当該第１の透明基板２６より
も表示面側に配置される第２の透明基板２２とを含み、この一対の透明基板２２，２６の
間に液晶２４が封入されている。なお、前記第一の透明基板２６を「裏面側基板」と、前
記第２の透明基板２２を「表面側基板」と以下称することがある。
【００５４】
　前記表面側基板２２および裏面側基板２６には、それぞれ電極層２３，２５（画素電極
層および対向電極層（共通電極層））が積層して形成されている。また、該液晶パネル２
は、表面側基板２２の表面（表示面側の面）、および、裏面側基板２２の裏面（表示面の
反対側の面）に、それぞれ接着された偏光板２１，２７を備えている。また、前記対向電
極層２３には、所定の周波数で電圧が変化する共通電極信号が印加されている。また、本
実施例の表示装置は、該対向電極層２３に共通電極信号を印加するための共通電極信号発
生回路８１を備えている。（図４参照）
　また、本実施例のタッチパネル１は、従前公知のものと同様の構造のものが用いられる
。つまり、該タッチパネル１は、図１に示すように、第１のシート材１４、この第１のシ
ート材１４の表面に積層して形成された第１の電極層１３、この第１の電極層１３に所定
の隙間をもって対向するように配置された第２の電極層１２、この第２の電極層１２が裏
面に積層して形成される第２のシート材１１とを含んでいる。なお、前記第１のシート材
１４を「裏面側シート材」と、第１の電極層１３を「裏面側電極層」と、第２の電極層１
２を「表面側電極層」と、前記第２のシート材１１を「表面側基板」と以下称することが
ある。
【００５５】
　前記一対のシート材１１，１４のうち少なくとも表面側シート材１１は、可撓性を有す
る部材から構成されており、ユーザがタッチパネル１を触れることにより表面側シート材
１１が裏面側に撓み、そのユーザが触れた箇所において第１電極層１３および第２電極層
１２が互いに接触するように設けられている。また、タッチパネル１は、裏面側シート材
１４の裏面に配置された透明板材１５を備えている。つまり、本実施例においては、前記
液晶パネル２の表面側の偏光板２１と、タッチパネル１の透明板材１５とが所定の隙間を
もって対向するように配置されている。さらに、本実施例の表示装置は、前述のようにタ
ッチパネル１にユーザが触れた際に接触する第１電極層１３と第２電極層１２との間に生
じる電気的変化を検出して、当該ユーザが触れた位置を検出するタッチパネルコントロー
ラ８２を備えている。（図４参照）
　本実施例の表示装置は、タッチパネル１の裏面側電極層１３に、共通電極信号の電圧の
変化に同期して変化する電圧が印加できるように設けられている。ここで、該裏面側電極
層１３には、前記共通電極信号発生回路８１により前述のように変化する電圧が印加され
ており、このため、裏面側電極層１３に印加される電圧は、共通電極信号の電圧の変化と
同位相で、共通電極信号の電圧と同一の電圧レベルの電圧としている（図３参照）。なお
、本発明にあっては、上記音鳴り抑制のための所望の電圧を、表面側電極層１２に印加す
ることも可能であり、さらには、表面側電極層１２および裏面側電極層１３の双方に所望
の電圧を印加することも可能である。
【００５６】
　また、本実施例の表示装置は、前記所望の電圧が印加される裏面側電極層１３の電気的
接続状態を、前記共通電極信号発生回路８１との導通状態と、タッチパネルコントローラ
８２との導通状態とに切替えるスイッチ手段８３を備えている。（図４参照）
　このスイッチ手段８３は、タッチパネル１にユーザが触れることによる入力信号（タッ
チパネル１の表面側電極層１２と裏面側電極層１３との間に生じる電気的変化）を検知し
切替信号を生成する切替信号発生部８３ａ、および、該切替信号発生部８３ａが生成した
切替信号に基づいて共通電極信号発生回路８１と裏面側電極層１３との導通状態を遮断状
態にするとともにタッチパネルコントローラ８２と裏面側電極層１３との導通状態へと切
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替える切替制御部８３ｂとを備えている。また、前記切替信号発生部８３ａは、タッチパ
ネル１の入力信号が所定の時間検知されない場合には切替信号を生成して前記切替制御部
８３ｂに送るように設けられており、この切替信号を受けた切替制御部８３ｂは、タッチ
パネルコントローラ８２と裏面側電極層１３との導通状態を遮断状態にするとともに共通
電極信号発生回路８１と裏面側電極層１３との導通状態へと切替えるように設けられてい
る。
【００５７】
　つまり、スイッチ手段８３は、タッチパネル１の入力信号の有無に基づいて、入力信号
がある場合には（タッチパネル１の使用時には）、共通電極信号発生回路８１と裏面側電
極層１３とを遮断状態としてタッチパネルコントローラ８２と裏面側電極層１３とを導通
状態とする一方、入力信号がない場合には（タッチパネルの不使用時には）、タッチパネ
ルコントローラ８２と裏面側電極層１３とを遮断状態とし、共通電極信号発生回路と裏面
側電極層１３とを導通状態とするように設けられている。
【００５８】
　なお、前記切替信号発生部８３ａは、たとえばＮＯＲゲート回路により構成することが
可能であり、また、切替制御部８３ｂは、たとえばアナログスイッチ回路により構成する
ことが可能である。
【００５９】
　上記構成からなる本実施例の液晶表示装置にあっては、タッチパネル１の透明電極層１
２の電気的制御を変更するだけで、従前の液晶表示装置と同様の部材により構成すること
ができる。
【００６０】
　そして、本実施例の液晶表示装置は、液晶パネル２の対向電極層２３に印加される共通
電極信号の電圧に基づいて発生する電界は周期的であるものの、この共通電極信号の電圧
の変化の周波数に同期して変化する電圧がタッチパネル１の裏面側電極層１３に印加され
ることによって、前記共通電極信号の電圧による電界を打ち消すことができ、このため、
たとえば液晶パネル２の表面やタッチパネル１の裏面が帯電している場合にあっても、こ
の帯電した電荷に作用するクーロン力を抑制することができるので、液晶パネル２および
タッチパネル１の振動を抑制でき、音鳴りの現象を回避することが可能となる。
【００６１】
　なお、この音鳴り現象回避の理論について、以下、図５を参酌しつつ具体的に説明する
。まず、タッチパネル１の（透明板材１５の）裏面の任意の点ｃ及びそれに対向する液晶
パネル２の（偏光板２１の）表面の点ｄに着目し、点ｃに帯電している電荷をｑｃ、点ｄ
に帯電している電荷をｑｄとすると、ｑｃ、ｑｄに働く力各Ｆｃ、Ｆｄは次式による求め
ることができる。（なお、説明上においては、力の成分（および電界の成分）として、液
晶パネル２とタッチパネル１との積層方向のみの成分を考慮することとする。）
Ｆｃ＝ｑｃ×Ｅｃ
Ｆｄ＝ｑｄ×Ｅｄ
なお、Ｅｃは、ｃ点の電界強度であり、Ｅｄは、ｄ点の電界強度である。
【００６２】
　ここで、ｃ点の電界強度Ｅｃは次式により求められる。（なお、この電界強度は、厳密
にはタッチパネル１の一対の電極層及び液晶パネル２の画素電極もしくはセグメント電極
に印加される信号の電圧による電界成分もあるが、それらは音鳴りの原因となるような一
定の周波数での変化はない場合がほとんどであるためここではあえて省略している。）
Ｅｃ＝Ｅｃｏｍｃ(ｔ)+Ｅｑｃ+Ｅｑｄ-Ｅｔｐｄ(ｔ) … （１）式
　なお、Ｅｃｏｍｃ（ｔ）は、ｃ点での電界成分のうち液晶パネル２（対向電極層２３）
駆動によるもので、時間の関数であり、Ｅｑｃは、ｃ点での電界成分のうち電荷ｑｃによ
るものであり、Ｅｑｄは、ｃ点での電界成分のうち電荷ｑｄによるものであり、Ｅｔｐｃ
（ｔ）は、ｃ点での電界成分のうちタッチパネル１の裏面側電極層１３の電圧によるもの
である。
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【００６３】
　ここで、タッチパネル１の裏面側電極層１３に電圧を印加しない場合にはＥｔｐｄは０
となるため、従来技術と同様に駆動周波数で変化するＣＯＭ信号によりＥｃｏｍｃ（ｔ）
は駆動周波数成分で変化し、Ｆｃもこの駆動周波数で変化することになるが、実施例１で
は、タッチパネル１の裏面側電極層１３に、共通電極信号の電圧の変化と同期する電圧が
印加されているので、ｃ点での電界強度Ｅｃが時間的に変化する成分が減少するため、Ｆ
ｃの時間的な変化が減少する。なお、タッチパネル１の透明電極１３に印加する信号振幅
（ＡＣ電圧値）のレベルを、タッチパネル１の裏面、対向電極層２３およびタッチパネル
１の裏面側電極層１３の位置関係より決定することにより、電界強度Ｅｃの時間的変化を
なくすことも可能である。なお、これは、ｄ点の電荷に働く力Ｆｄについても同様に考え
られる。
【００６４】
　なお、タッチパネル１の（透明板材１５の）裏面の他の点でも同様な電界強度の変化が
発生するため、タッチパネル１の（透明板材１５の）裏面の面全体の電荷総量をＱｔｐと
するとそのＱｔｐすなわち面全体に働く力Ｆｔｐも同じく変化しにくくなると考えられ、
同様に、液晶パネル２の表面全体の電荷総量をＱｌｃとした場合にパネル表面全体に働く
力Ｆｌｃも変化しにくくなると考えられる。
【００６５】
　このように、タッチパネル１の裏面および液晶パネル２の表面にそれぞれ働く力Ｆｔｐ
，Ｆｌｃの時間的な変化を少なくすることができるので、タッチパネル１と液晶パネル２
との間の空間の振動がなくなり、音鳴りの現象を回避することができる。
（実験例）
　上記実施例１の液晶表示装置について、以下の実験を行った。
まず、実験に用いた液晶表示装置は、画面サイズが、３インチ四方で、画素数が、ＱＶＧ
Ａ（２４０×３２０）のものを用い、液晶駆動のために対向電極層に駆動周波数９．５ｋ
Ｈｚで振幅５Ｖの電圧を印加した。
【００６６】
　また、タッチパネル１と液晶パネル２との隙間Ｌ１は７３μｍとし、このタッチパネル
１は、表面側シート材の厚みが１７５μｍで、裏面側シート材の厚みが１２５μｍのもの
を使用し、裏面の透明板材としては、厚み２５０μｍポリカーボネイト製の板材を用いた
。
【００６７】
　上記のような液晶表示装置を二つ用意し（サンプルＡおよびサンプルＢ）、それぞれに
ついて、タッチパネル１の裏面側のシート材の裏面側電極層１３に、所定の周波数の電圧
を印加した場合（実験例１および実験例２）と、電圧を印加しない場合（比較例１および
比較例２）とで、音鳴り現象を測定した。なお、各実験例において裏面側電極層１３に印
加する電圧は、液晶パネル２の駆動電圧と同様、振幅５Ｖで、周波数９．５ｋＨｚで前記
駆動電圧と同期させた。また、音鳴り現象の測定は、タッチパネル１の中心位置から上方
に１０ｍｍの位置に設置した音圧測定装置９（製品名ＬＡ５１１１（株式会社小野測器製
））により測定した（図６参照）。
【００６８】
　その結果、サンプルＡについては、比較例１で測定された音圧は４１．０６ｄＢであっ
たのに対し、実験例１で測定された音圧が７．０７ｄＢであった。また、サンプルＢにつ
いては、比較例２で測定された音圧は４３．０１ｄＢであったのに対し、実験例２で測定
された音圧が１５．７７ｄＢであった。
[実施例２]
　次に、本発明の実施例２について図７および図８を参酌しつつ、以下説明するが、実施
例１と同様の構成からなる部分についてはその説明を省略する。
【００６９】
　実施例２の液晶表示装置は、タッチパネル１および液晶パネル２の構造は実施例１と同
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一であり、その説明を省略する。この実施例２の液晶表示装置は、実施例１と異なり、前
記共通電極信号発生回路８１が発生した電圧に所定の処理を施して音鳴り改善信号を生成
し、当該音鳴り改善信号を前記裏面側電極層１３に印加する音鳴り改善信号発生回路８４
を備えている。
【００７０】
　実施例２においても実施例１と同様に、タッチパネル１の透明電極層１２，１３と前記
タッチパネルコントローラ８２との間の電気的接続を導通状態と遮断状態とに切替えるス
イッチ手段８３を備えているが、実施例２においては、該スイッチ手段８３は、タッチパ
ネル１の透明電極層１２，１３と音鳴り改善信号発生回路との間の電気的接続を導通状態
と遮断状態とに切替えるように設けられている。
【００７１】
　ここで、この音鳴り改善信号発生回路８４は、共通電極信号の周波数の整数倍（たとえ
ば４倍）の周波数で電圧が変化する音鳴り改善信号を生成し、この音鳴り改善信号をタッ
チパネル１の裏面側電極層１３に印加している。これにより、タッチパネル１の裏面およ
び液晶パネル２の表面における電界強度の変化は一定の周波数の変化ではなくなるため、
音鳴りの現象を回避できる。つまり、たとえば対向電極層２３に周期が１０ｋＨｚの電圧
を印加している場合において、裏面側電極層に４０ｋＨｚの電圧を印加すると、透明板材
１５での電界は、図８（ｃ）に示すように、一定の周波数での変化が起こらず、しかも、
ごく僅かの時間内で電界の変化が平板状部材への振動に関与すると考えられるものの、こ
の電界による振動では可聴領域外（４０ｋＨｚ）となるため、人に認識されない。
[実施例３]
　次に、本発明の実施例３について図９を参酌しつつ、以下説明するが、実施例１と同様
の構成からなる部分についてはその説明を省略する。
【００７２】
　実施例３の液晶表示装置も、実施例１と同様に、従来公知の液晶パネル２の表面に対し
てタッチパネル１が所定の隙間をもって配置されて構成されている。
この実施例３の液晶表示装置は、液晶パネル２とタッチパネル１との間に透明電極シート
３が配置されており、具体的には、タッチパネル１の裏面側に前記透明電極シート３が接
着されている。この透明電極シート３は、透明電極層３２を有するものであり、具体的に
は、樹脂製の透明フィルム３３の表面側に透明電極層３２が積層して形成され、該透明電
極層３２の表面側に粘着層３１が積層して形成されており、この粘着層３１によって前記
タッチパネル１の裏面に接着されている。
【００７３】
　そして、この透明電極シート３の透明電極層３２には、液晶パネル２の共通電極信号の
電圧の変化と同一の周波数で同一の位相で変化する電圧が印加されている。なお、実施例
３においては、実施例１のようなスイッチ手段８３は設けられておらず、実施例３におい
ては、前記透明電極層３２には液晶駆動時に常時前記電圧が印加されている。
【００７４】
　上記実施例３の液晶表示装置にあっては、実施例１および２と同様の利点を有するとと
もに、タッチパネル１の電極層や液晶パネル２の電極層を従来の装置と同様の制御方法に
より制御することができる。
【００７５】
　なお、実施例３において、前記透明電極シート３を液晶パネル２の表面（たとえば表面
側の偏光板２１の表面もしくは液晶パネル２の表面側基板２２と偏光板２１との間）に配
置することも適宜設計変更可能な事項である。また、上記透明電極シート３によらずに、
所望電圧を印加する電極層を、液晶パネル２の表面もしくはタッチパネル１の裏面に直接
形成することも適宜設計変更可能な事項である。
[実施例４]
　次に、本発明の実施例４について、図１０を参酌しつつ、以下説明するが、実施例１と
同様の構成からなる部分についてはその説明を省略する。
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【００７６】
　実施例４の液晶表示装置も、実施例１と同様に、従来公知の液晶パネル２の表面に対し
てタッチパネル１が所定の隙間をもって配置されて構成されている。
【００７７】
　この実施例４の液晶表示装置は、タッチパネル１の表面に、実施例３のような透明電極
シート３が配置されており、この透明電極シート３の透明電極層３２に液晶パネル２の対
向電極層２３に印加される共通電極信号の電圧の変化と同一の周波数で同位相で変化する
電圧が印加されている。
【００７８】
　なお、図示例にあっては、所望電圧を印加する透明電極層３２を有する透明電極シート
３をタッチパネル１の表面に粘着層３１を介して接着されているものを図示しているが、
該透明電極層３２をタッチパネル１の（表面側シート材１１の）表面に直接積層すること
も可能である。さらに、前記透明電極層３２を液晶パネル２側に配置することも適宜設計
変更可能な事項である。
[実施例５]
　次に、本発明の実施例５について図１１を参酌しつつ、以下説明するが、実施例１と同
様の構成からなる部分についてはその説明を省略する。
【００７９】
　実施例５の液晶表示装置は、従来公知の液晶パネル２の表面に対して、該液晶パネル２
の保護のための透明な保護板４（表面パネル）が所定の隙間をもって配置されて構成され
ている。
【００８０】
　この実施例５の液晶表示装置にあっては、保護板４は、透明な樹脂板からなる保護板本
体４１の裏面に、透明電極層４２が積層され、この透明電極層４２の裏面には透明樹脂フ
ィルム４３が積層されて構成されている。この保護板４の透明電極層４２には、既述の実
施例と同様に、対向電極層２３に印加される共通電極信号の電圧の変化と同一の周波数で
同位相で変化する電圧が印加されている。
【００８１】
　これにより、保護板４と液晶パネル２との隙間において発生していた音鳴り現象を的確
に回避することが可能となる。
【００８２】
　なお、図示例にあっては、保護板４に、所望電圧を印加する透明電極層４２を形成する
ものについて説明したが、保護板４に実施例３のような透明電極層を有する透明電極シー
ト３を接着することも適宜設計変更可能な事項である。また、実施例５のような保護板を
有する場合にあっても、保護板に電極層を設けずに、液晶パネル２に音鳴り改善のための
所望の電圧を印加する電極層を設けることも適宜設計変更可能な事項である。
[実施例６]
　次に、本発明の実施例６について図面を参酌しつつ、以下説明するが、実施例１と同様
の構成からなる部分についてはその説明を省略する。
【００８３】
　実施例６の液晶表示装置は、従来公知の液晶パネル２の表面に対してフロントライトユ
ニット５の導光板５１が所定の隙間をもって配置されて構成されている。
この実施例６の液晶表示装置にあっては、フロントライトユニット５の導光板５１には透
明電極層５２が積層形成されており、該透明電極層５２には既述の実施例と同様に対向電
極層２３に印加される共通電極信号の電圧の変化と同一の周波数で同位相で変化する電圧
が印加されている。
【００８４】
　これにより、フロントライトユニット５と液晶パネル２との隙間において発生していた
音鳴り現象を的確に回避することが可能となる。
【００８５】
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　なお、図示例にあっては、フロントライトユニット５の導光板５１に、音鳴り改善のた
めの所望の電圧を印加する電極層５２を形成するものについて説明したが、たとえば導光
板５１に実施例３のような透明電極層を有する透明電極シート３を接着することも適宜設
計変更可能な事項である。また、実施例６のようなフロントライトユニットを有する場合
にあっても、フロントライトユニットの導光板に電極層を設けずに、液晶パネル２に音鳴
り改善のための所望の電圧を印加する電極層を設けることも適宜設計変更可能な事項であ
る。
[参考例]
　次に、本発明の参考例について図面を参酌しつつ、以下説明するが、実施例１と同様の
構成からなる部分についてはその説明を省略する。
【００８６】
　参考例の液晶表示装置は、従来公知の液晶パネル２の裏面にバックライトユニット６を
構成する光学シート６１が所定の隙間をもって配置され、該液晶パネル２とバックライト
ユニット６の光学シート６１との間に起こる音鳴りを改善するための所望の電圧が印加さ
れる透明電極層７を液晶パネル２が備えている。
【００８７】
　この参考例の液晶表示装置のバックライトユニット６は、導光板６２と、該導光板６２
に積層された光学シート６１とを備えている。また、前記透明電極層７は、液晶パネル２
に設けられており、この透明電極層７は、液晶パネル２の裏面側（表示面の反対側）の基
板２６と偏光板２７との間に配置されている。具体的には、液晶パネル２の裏面側基板２
６の裏面に前記透明電極層７が積層して形成されており、該透明電極層７の裏面に偏光板
２７が接着されている。
【００８８】
　また、参考例においては、該電極層７には、前記共通電極信号の電圧の変化と同一の周
波数で逆位相で変化する電圧が印加されている。つまり、参考例のように、音鳴りの問題
となる隙間に位置する部材（偏光板２７および光学シート６１）の一方側（実施例７にあ
っては表面側（表示面側））に、音鳴り改善のための所望の電圧が印加される電極層７と
前記対向電極層２３との双方が配置されている場合には、電極層７には、前記対向電極層
に印加される電圧の変化と逆位相の電圧が印加されることが好ましい。
【００８９】
　参考例の液晶表示層によれば、バックライトユニット６と液晶パネル２との隙間におい
て発生していた音鳴り現象を的確に回避することが可能となる。
【００９０】
　なお、上記参考例において、所望の電圧を印加する電極層は、実施例３のような透明電
極シート３から構成することも可能であり、さらには、液晶パネル２に電極層を設けずに
バックライトユニット６を構成する部材に設けることも適宜設計変更可能な事項である。
【００９１】
　なお、上記各実施例および参考例においては、共通電極に基づき発生する周期的な電界
の周期を変えるような電界を発生するように電圧が印加されるべく電極層に、実施例１の
ように液晶駆動と同位相で同期した電圧を印加するものや、実施例２のように液晶駆動の
周波数の整数倍の周波数の電圧を印加して液晶パネル等の振動が可聴領域外となるように
設けたものや、参考例のように液晶駆動の周波数と逆位相の電圧を印加するものを説明し
たが、本願発明は必ずしもこれらの方法に限定されるものではない。
【００９２】
　また、上記実施例１においては、電極層に印加する音鳴り抑制のための所望の電圧を、
共通電極信号と電圧レベルが同一の電圧としたが、この音鳴り抑制のための所望の電圧を
、共通電極信号の電圧レベルと異なる電圧を印加することも可能である。なお、この場合
には、後述する音鳴り改善信号発生回路をさらに備えることが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
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【図１】本発明の実施例１の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図２】本発明の実施例１の液晶表示装置を概略的に説明するための概略的斜視図である
。
【図３】本発明の実施例１の液晶表示装置において各電極層に印加する電圧と平板状部材
における電界との関係を説明するための模式的説明図であり、（ａ）は液晶パネルの対向
電極層（共通電極層）に印加する電圧（縦軸）と時間（横軸）との関係、（ｂ）はタッチ
パネルの裏面側電極層に印加する電圧（縦軸）と時間（横軸）との関係、（ｃ）は平板状
部材における電界（縦軸）と時間（横軸）との関係を示す。
【図４】本発明の実施例１の液晶表示装置において、スイッチング手段を含む概略的ブロ
ック図である。
【図５】本発明の実施例１の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図６】本発明の実施例１の液晶表示装置の実験例の概略的説明図を示す。
【図７】本発明の実施例２の液晶表示装置を概略的に説明するための概略的斜視図である
。
【図８】本発明の実施例２の液晶表示装置において各電極層に印加する電圧と平板状部材
における電界との関係を説明するための模式的説明図であり、（ａ）は液晶パネルの対向
電極層（共通電極層）に印加する電圧（縦軸）と時間（横軸）との関係、（ｂ）はタッチ
パネルの裏面側電極層に印加する電圧（縦軸）と時間（横軸）との関係、（ｃ）は平板状
部材における電界（縦軸）と時間（横軸）との関係を示す。
【図９】本発明の実施例３の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図１０】本発明の実施例４の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図１１】本発明の実施例５の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図１２】本発明の実施例６の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図１３】本発明の参考例の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【図１４】従来の液晶表示装置の概略的断面図を示す。
【符号の説明】
【００９４】
１ タッチパネル
１１，１４ シート材
１２，１３ 透明電極
１５ 透明板材
２ 液晶パネル
２１，２７ 偏光板
２２，２６ 基板
２３，２５ 電極
３ 透明電極シート
３１ 粘着層
３２ 透明電極層
３３ 透明フィルム
４ 保護板
４１ 保護板本体
４２ 透明電極層
４３ 透明樹脂フィルム
５ フロントライトユニット
５１ 導光板
５２ 透明電極層
５２ 電極層
６ バックライトユニット
６１ 導光板
６２ 光学シート
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７ 透明電極層
８１ 共通電極信号発生回路
８２ タッチパネルコントローラ
８３ スイッチ手段
８３ａ 切替信号発生部
８３ｂ 切替制御部
８４ 改善信号発生回路
９ 音圧測定装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１３】 【図１４】
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